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算
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原
案
可
決

１０
月
２６
日
開
催
の
第
３８２
回
市
議

会
臨
時
会
に
お
い
て
、
次
の
議
案

が
提
案
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

◎
第
７２
号
議
案

。
平
成
２‐
年
度
白

石
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（第
６

号
）
　
　
　
　
　
　
原
案
可
決

１１
月
２６
日
開
催
の
第
３８３
回
市
議

会
臨
時
会
に
お
い
て
、
次
の
議
案

が
提
案
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

◎
第
７３
号
議
案

。
白
石
市
特
別
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
原
案
可

決◎
第
７４
号
議
案

。
白
石
市
教
育
委

員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間

そ
の
他
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例

の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

◎
第
７５
号
議
案

。
白
石
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を

改
正
す
る
条
例
　
　
　
原
案
可
決

◎
第
７６
号
議
案

。
平
成
２‐
年
度
白

議
員
提
案

◎
議
提
第
４
号

。
白
石
市
議
会
の

議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正

す
る
条
例
　
　
　
　
原
案
可
決

８
月
１１
日
の
人
事
院
勧
告
の
本

算
定
に
お
い
て
、
公
務
員
に
支
給

さ
れ
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当

を

一
般
職
で
０
・３５
カ
月
分
、
給

与
に
つ
い
て
も
本
俸
の
０
・
２
％
の
引

き
下
げ
が
勧
告
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
一
般
職
、
特
別
職
に
お
い
て

も
減
額
の
条
例
改
正
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

議
員
報
酬
は
人
事
院
勧
告
に
左

右
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
昨
今
の
経
済
状
況
を
考
え
た

と
き
、
一峨
員
も
市
民
の
代
表
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
年
１２
月
に

支
給
さ
れ
る
議
員
の
期
末
手
当
を

０
・０５
カ
月
分
、
さ
ら
に
１２
月
の

月
額
報
酬
よ
り
０
。２５
％
を
減
額

す
る
と
と
も
に
、
平
成
２２
年
度
以

降
の
議
員
期
末
手
当
を
年
間
３
・

３０
ヵ
月
分
か
ら
３
・０５
カ
月
分
と

す
る
た
め
本
条
例
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

）

次
の
議
案
に
つ
い
て
反
対
及
び

賛
成
の
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

◎
第
７８
号
議
案

・
白
石
市
民
バ
ス

条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
及

び
第
７９
号
議
案

・
白
石
市
駐
車
場

条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
並

び
に
第
８６
号
議
案

。
白
石
市
公
民

館
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

か
ら
第
９５
号
議
案

。
白
石
市
介
護

予
防
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
を
改

正
す
る
条
例

反
対こ

れ
ら
使
用
料
及
び
手
数
料
の

値
上
げ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の

が
、
平
成
２２
年
度
か
ら
の
「
白
石

市
行
財
政
改
革
推
進
計
画
（
集
中

改
革
プ
ラ
ン
）
改
訂
版
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
行
の
集
中
改
革
プ

ラ
ン
は
実
施
中
で
あ
り
、
効
果
額

は
現
段
階
で
も

‐５０
％
と
目
標
額
を

は
る
か
に
達
成
し
て
い
る
。

ま
た
、
評
価

。
分
析
、
総
括
は

中
間
報
告
段
階
で
あ
り
、
き菌
不
質

疑
で
も
明
確
な
も
の
と
は
判
断
で

き
な
か
っ
た
。

２
点
目
は
、
〈口
意
形
成
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
〈フ
回
の

値
上
げ
提
案
に
当
た
っ
て
、
利
用

者
や
市
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得

る
努
力
を
し
て
い
る
か
質
し
た
が
、

明
確
な
答
弁
は
な
か
っ
た
。

３
点
目
に
、
当
市
は
＜
ら
し
日

本

一
を
掲
げ
、
子
育
て
支
援
を
重

要
施
策
に
掲
げ
て
い
る
。

周
辺
自
治
体
と
同
じ
＜
料
金
の

水
準
を
上
げ
る
の
で
は
な
＜
、
こ

の
白
石
だ
か
ら
こ
そ
低
料
金
で
心

豊
か
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
、
そ

し
て
子
育
て
支
援
が
手
厚
い
と
ア

ピ
ー
ル
す
る
方
が
得
策
で
は
な
い

か
。
こ
れ
は
、
き
っ
と
定
住
策
に

も
つ
な
が
っ
て
い
＜
こ
と
と
考
え

る
。よ

っ
て
本
案
に
反
対
で
あ
る
。

賛
成本

市
は
、
こ
れ
ま
で
財
政
の
健

全
性
を
維
持
し
て
き
た
が
、
近
年

）

経
常
収
支
比
率
が
上
昇
し
、
財
政

構
造
の
硬
直
化
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
。
財
政
運
営
の
基
盤
で
あ
る
財

政
健
全
化
を
図
る
た
め
、
し
っ
か

り
と
先
を
見
通
す
中
長
期
の
財
政

計
画
を
立
て
、
歳
出
の
抑
制
、
債

務
の
軽
減
、
ま
た
歳
入
の
確
保
な

ど
に
真
剣
に
取
り
組
む
こ
と
が
強

＜
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
こ
れ

ら
の
議
案
は
、
自
主
財
源
確
保
の

一
環
と
し
て
利
用
料
や
手
数
料
を

や
む
な
＜
値
上
げ
す
る
内
容
で
あ

る
が
、
基
本
的
に
「
受
益
者
負
担

の
原
則
」
に
基
づ
い
て
利
用
者
か

ら
適
正
な
負
担
を
願
お
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
改
正
す
る
こ
と
で
、

行
政
運
営
の
基
盤
で
あ
る
財
政
の

健
全
化
と
負
担
の
公
平
性
を
図
ろ

う
と
す
る
目
的
が
明
白
で
あ
り
、

従
来
の
減
免
措
置
を
据
え
置
い
て

い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
住
民
負

担
の
公
平
確
保
の
観
点
と
受
益
者

負
担
の
原
則
に
立
脚
し
た
改
正
を

行
お
う
と
す
る
も
の
で
、
妥
当
な

改
正
で
あ
る
と
考
え
る
。

よ
っ
て
本
案
に
賛
成
で
あ
る
。


